
年 第 ５ 回

時 分
時 分

５ 名 （ ５ 名 ０ 名 ）

会議事項及び議事の経過

開会宣言

（ ）

会議録署名委員の指名について

（ ）

委員にお願いします。

教育長の諸報告

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

令和 ５ 定　例 魚 沼 市 教 育 委 員 会 会 議 録

午後 １ ３０ 開会
午後 ３ ００ 閉会

場 所  魚沼市役所 本庁舎３０５会議室 書　記 井口　啓一

委 員 定 数 出席者 欠席者

教 育 長 樋 口 健 一 教育長職務代理者 星 麻 衣

委 員 浅 井 誠 哉 委 員 八木 由美子

委 員 桑 原 哲 哉

欠 席 委 員

事 務 局 長 吉 澤 国 明 学校教育課長 森 山 丈 順

説 明 の た め 管理指導主事 五十嵐 哲也 管理指導主事 角 谷 文 昭

出 席 し た 者 教育センター次長 須 佐 光 行 生涯学習課長 青 柳 洋 介

子ども課長 関 祐 樹 庶 務 係 長 井 口 啓 一

教 育 長 　これより令和５年第５回魚沼市教育委員会を開催します。

日程第１

教 育 長 　日程第１、会議録署名委員の指名を行います。

　本日の会議録署名委員は、会議規則第23条第３項の規定により

浅井　誠哉

日程第２

教 育 長 　日程第２、教育長の諸報告を行います。（資料３ページ、教育長諸報
告により４月１９日から５月１６日までの出席会議・行事等について報
告）

教 育 長 　この他に教育長諸報告について、質疑はありますか。

委 員 　（「ありません」の声あり）

教 育 長 　教育長諸報告については、以上でよろしいですか。

委 員 　（「はい」の声あり）

教 育 長 　それでは以上で教育長の諸報告を終わります。

日程第３ 報告 第９号 臨時代理報告

令和４年度一般会計補正予算（第10号）について

教 育 長 　日程第３、報告第９号　臨時代理報告　令和４年度一般会計補正予算
（第10号）について、事務局の説明を求めます。

事 務 局 長 　説明いたします。（資料により説明： 令和４年度一般会計補正予算
（第10号）について（説明））

学 校 教 育 課 長 　説明いたします。（資料により説明： 令和４年度一般会計補正予算
（第10号）について（学校教育課分を説明））

生 涯 学 習 課 長 　説明いたします。（資料により説明： 令和４年度一般会計補正予算
（第10号）について（生涯学習課分を説明））

公開

会 議 日 程 令和 ５ 年 ５ 月 １６ 日

出 席 委 員
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子 ど も 課 長 　説明いたします。（資料により説明： 令和４年度一般会計補正予算
（第10号）について（子ども課分を説明））

教 育 長 　報告第９号について、質疑はありませんか。

委 員 　子ども課のところで「事業完了により～」とあるが、この事業はもう
終了したということですか。

子 ど も 課 長 　令和４年度に予定していた給付事業について、対象者への給付が完了
したということです。

委 員 　会計年度任用職員に関する不用額の減額が多いが、申し込みが無いと
いうことですか。

子 ど も 課 長 　保育士等について、募集をしているが人材不足のため予定人数を確保
できない状況となっています。

学 校 教 育 課 長 　給食調理員や教員免許を持っている人についても、同じく応募が無
く、人材不足の状況が続いています。

教 育 長 　人材不足により、現場は手薄になっているということです。

事 務 局 長 　日々雇用職員等をお願いし、対応している状況です。

教 育 長 　ほかに質疑はありませんか。

委 員 　（「ありません」の声あり）

教 育 長 　質疑なしと認めます。

　報告第９号について、本案は原案のとおり承認することに異議ありま
せんか。

全 委 員 　「異議なし」

教 育 長 　異議なしと認めます｡よって報告第９号は原案のとおり承認することと
します｡

日程第４ 報告 第１０号 臨時代理報告

魚沼市学校運営協議会委員の委嘱等について

教 育 長 　日程第４、報告第１０号　臨時代理報告　魚沼市学校運営協議会委員
の委嘱等について、事務局の説明を求めます。

学 校 教 育 課 長 　説明いたします。（資料により説明： 魚沼市学校運営協議会委員の委
嘱等について（説明））

教 育 長 　報告第１０号について、質疑はありませんか。

委 員 　ＰＴＡ役員等の交代によるものは、出そろいましたか。

学 校 教 育 課 長 　そのような認識でいます。

教 育 長 　ほかに質疑はありませんか。

委 員 　（「ありません」の声あり）

教 育 長 　質疑なしと認めます。

　報告第１０号について、本案は原案のとおり承認することに異議あり
ませんか。

全 委 員 　「異議なし」

教 育 長 　異議なしと認めます｡よって報告第１０号は原案のとおり承認すること
とします｡

日程第５ 報告 第１１号 臨時代理報告

魚沼市教育支援委員会委員の委嘱について

教 育 長 　日程第５、報告第１１号　臨時代理報告　魚沼市教育支援委員会委員
の委嘱について、事務局の説明を求めます。

2



（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

教育センター次長 　説明いたします。（資料により説明： 魚沼市教育支援委員会委員の委
嘱について（説明））

教 育 長 　報告第１１号について、質疑はありませんか。

委 員 　（「ありません」の声あり）

教 育 長 　質疑なしと認めます。

　報告第１１号について、本案は原案のとおり承認することに異議あり
ませんか。

全 委 員 　「異議なし」

教 育 長 　異議なしと認めます｡よって報告第１１号は原案のとおり承認すること
とします｡

日程第６ 報告 第１２号 臨時代理報告

魚沼市教育支援委員会専門員の委嘱について

教 育 長 　日程第６、報告第１２号　臨時代理報告　魚沼市教育支援委員会専門
員の委嘱について、事務局の説明を求めます。

教育センター次長 　説明いたします。（資料により説明： 魚沼市教育支援委員会専門員の
委嘱について（説明））

教 育 長 　報告第１２号について、質疑はありませんか。

委 員 　先ほどの委員と重複している人がいますが、役割の違いは何ですか。

教育センター次長 　専門員の方は、現場に出向き児童の行動観察や保護者等の相談に応じ
るような業務をお願いしています。委員の方々は、専門医や学校、保育
園から提出された報告書について、専門的見地から判断していただいて
います。

教 育 長 　専門医や学校、保育園と保護者との間で就学先がまとまらない場合
に、教育支援委員会で判断してもらうことになります。

委 員 　名簿に載っている方で、諸事情によりお休みされたり体調不良の方が
いらっしゃるようですが、大丈夫ですか。

教育センター次長 　教育センターの指導主事が対応することで考えています。

教 育 長 　ほかに質疑はありませんか。

委 員 　（「ありません」の声あり）

教 育 長 　質疑なしと認めます。

　報告第１２号について、本案は原案のとおり承認することに異議あり
ませんか。

全 委 員 　「異議なし」

教 育 長 　異議なしと認めます｡よって報告第１２号は原案のとおり承認すること
とします｡

日程第７ 報告 第１３号 臨時代理報告

魚沼市教育センター運営委員会委員の委嘱について

教 育 長 　日程第７、報告第１３号　臨時代理報告　魚沼市教育センター運営委
員会委員の委嘱について、事務局の説明を求めます。

教育センター次長 　説明いたします。（資料により説明： 魚沼市教育センター運営委員会
委員の委嘱について（説明））

教 育 長 　報告第１３号について、質疑はありませんか。

委 員 　（「ありません」の声あり）

教 育 長 　質疑なしと認めます。
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　報告第１３号について、本案は原案のとおり承認することに異議あり
ませんか。

全 委 員 　「異議なし」

教 育 長 　異議なしと認めます｡よって報告第１３号は原案のとおり承認すること
とします｡

日程第８ 報告 第１４号

魚沼市子ども・子育て会議第６期委員の委嘱について

教 育 長 　日程第８、報告第１４号　　魚沼市子ども・子育て会議第６期委員の
委嘱について、事務局の説明を求めます。

子 ど も 課 長 　説明いたします。（資料により説明： 魚沼市子ども・子育て会議第６
期委員の委嘱について（説明））

教 育 長 　報告第１４号について、質疑はありませんか。

委 員 　（「ありません」の声あり）

教 育 長 　質疑なしと認めます。

　報告第１４号について、本案は原案のとおり承認することに異議あり
ませんか。

全 委 員 　「異議なし」

教 育 長 　異議なしと認めます｡よって報告第１４号は原案のとおり承認すること
とします｡

日程第９ 議案 第１８号

令和５年度一般会計補正予算（第２号）について

教 育 長 　日程第９、議案第１８号　　令和５年度一般会計補正予算（第２号）
についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。

事 務 局 長 　説明いたします。（資料により説明： 令和５年度一般会計補正予算
（第２号）について（説明））

学 校 教 育 課 長 　説明いたします。（資料により説明： 令和５年度一般会計補正予算
（第２号）について（学校教育課分を説明））

生 涯 学 習 課 長 　説明いたします。（資料により説明： 令和５年度一般会計補正予算
（第２号）について（生涯学習課分を説明））

子 ど も 課 長 　説明いたします。（資料により説明： 令和５年度一般会計補正予算
（第２号）について（子ども課分を説明））

教 育 長 　議案第１８号について、質疑はありませんか。

委 員 　学校給食費徴収金の部分をもう一度説明してください。

学 校 教 育 課 長 　児童生徒にかかる学校給食費徴収金を令和５年１０月から令和６年３
月まで無償とすることで考えています。

委 員 　年度当初のＰＴＡ総会資料には記載が無いようですが、改めて連絡が
ありますか。

学 校 教 育 課 長 　この補正予算が市議会の議決を経た後、ご連絡させていただく予定で
す。

委 員 　この臨時交付金の充当先は市が決めたものですか。それとも国が指定
しているものですか。

事 務 局 長 　国が示している例示はいくつかありますが、最終的な決定は各自治体
の判断になります。

学 校 教 育 課 長 　給食費の無償化についての県内市町村の状況は、資料がまとまりまし
たら提供したいと思います。

教 育 長 　ほかに質疑はありませんか。
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委 員 　（「ありません」の声あり）

教 育 長 　質疑なしと認めます。

　議案第１８号について、本案は原案のとおり承認することに異議あり
ませんか。

全 委 員 　「異議なし」

教 育 長 　異議なしと認めます｡よって議案第１８号は原案のとおり承認すること
とします｡

日程第１０ 報告事項

（教育長委任事務）

①目黒邸資料館入場料の減免について

教 育 長 　日程第１０、報告事項①、目黒邸資料館入場料の減免について、報告
をお願いします。

生 涯 学 習 課 長 　報告いたします。（資料により説明：報告事項①、目黒邸資料館入場
料の減免について（説明））

教 育 長 　報告事項①について、質疑はありませんか。

教 育 長 　収入が減るということですか。

生 涯 学 習 課 長 　４月から開館しているところは、県から補填がありますが、目黒邸資
料館については対象外となっています。
　しかし、この事業に参加することでＰＲになりますし、来場者数が増
えることを期待しています。

教 育 長 　ほかに質疑はありませんか。

委 員 　（「ありません」の声あり）

教 育 長   それでは以上で報告事項①を終了します。

②共催依頼及び③後援依頼について

教 育 長 　報告事項②共催依頼及び③後援依頼について、それぞれ報告をお願い
します。

　【以下、資料に基づき報告】

学 校 教 育 課 長 　共催依頼２件について報告

生 涯 学 習 課 長 　共催依頼１件、後援依頼６件について報告

教 育 長 　報告事項②共催依頼及び③後援依頼について、質疑はありませんか。

委 員 　子どもと舞台芸術大博覧会というのは、子どもたち自身が参加するも
のですか。

生 涯 学 習 課 長 　舞台公演を見るものと思います。ワークショップについては参加型の
ものと思います。

教 育 長 　ほかに質疑はありませんか。

委 員 　（「ありません」の声あり）

教 育 長 　以上で報告事項を終了します。

日程第１１ その他

①その他

教 育 長 　日程第１１、その他、①その他

教 育 長 　その他事項でありましたら、お願いします。

庶 務 係 長 ・７月臨時会について
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終了時刻 時 分

以上の記録は、書記が整えたものであるが、その正確であることを証して署名する。

②今後の会議日程

教 育 長 　令和５年第６回定例会については、６月１３日、午後１時３０分から本庁
舎３階３０５会議室で開催することとします。

教 育 長 　それでは以上で②今後の会議日程を終了します。

教 育 長 　以上で日程を終了することとし､本日の委員会を閉会といたします｡

午後 ３ ００

教 育 長

会議録署名委員
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